
福島県新型コロナウイルス
感染症対策支援交付金

福島県中小企業団体中央会
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事業の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、「業種別
ガイドライン」や「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う、
２０２０年（令和２年）４月期または５月期の売上が一定程度（２０％
以上５０％未満）減少している事業者に対し、交付金を交付します。

※ 県協力金・支援金（休業要請対象）や県給付金（売上が５０％以上減少）の支援を受けていない

事業者を支援

対象：休業要請対象外の事業者、売上が２０％以上５０％未満減少している事業者
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これまでの支援策
・県の緊急事態措置に基づく施設休止協力要請等に協力した事業者 ← 「協力金」

・協力金の交付を受けた事業者が新しい生活様式に対応 ← 「支援金」

・４月または５月の売上が５０％以上減少した事業者が新しい生活様式に対応 ← 「給付金」

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上記の支援を受けていない事業者も多い

上記支援の対象にならなかった事業者に対して、県が支援
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交付要件
次の「ア」に該当し、「イ」から「エ」の要件を全て満たすこと。

ア ２０２０年（令和２年）４月期または５月期の売上が対前年同月比２０％以上５０％未満減少
していること。 （＝給付金の対象に該当しない事業者）

イ 国、関係団体等が示した「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」への対応など感染防
止策に取り組んでいること。

ウ 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」または「福島県新型コロナウイルス
感染症拡大防止給付金」のいずれの交付も受けておらず、かつ申請の要件に該当していない
こと。 （＝協力金、給付金の対象に該当しない事業者）

エ ２０１９年（令和元年）１２月３１日までに開業している、または２０２０年（令和２年）３月まで
に開業し２０２０年（令和２年）１月から３月の間に事業により事業収入（売上）を得ていること。
また、今後も事業を継続する意思があること。 （＝持続化給付金の創業特例）
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交付要件 補足① 対象事業者

2020年

対前年同月比
売上減少率

対象事業者等

～３月 ４月～５月 ６月～１２月

国給付金 国給付金 県給付金
協力金
支援金

交付金 国給付金 県給付金
協力金
支援金

交付金

０～１９％

県協力金
対象事業者

－ － － ○ － － － － －

上記以外の事業者 － － － － － － － － －

２０～４９％

県協力金
対象事業者

－ － － ○ －(※) － － － －

上記以外の事業者 － － － － ● － － － －

５０％～

県協力金
対象事業者

○ ○ － ○ － ○ － － －

上記以外の事業者 ○ ○ ○ － － ○ － － －
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※

食事提供施
設の内、休業
要請以前から
営業時間が
5:00～20:00

（酒類の提供
は19:00まで）

の事業者は交
付金の対象



交付要件 補足③ 協力金の対象施設（原則）
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「○」が付いている施
設を営む事業者は、
原則交付金の対象外



交付要件 補足③ 協力金の対象施設
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食事提供施設のう
ち、休業要請以前
から営業時間が
5:00～20:00（酒類
提供は～19:00）の

事業者は、交付金
の対象



交付要件 補足② 売上減少率

２０２０年

対象月

売上減少率

　０～１９％ × × × ×

２０～４９％ × ○ ○ ×

５０％～　　 × × × ×

①　４月期、５月期ともに２０％以上５０％未満 対象

②　４月期が２０％未満、５月期が２０％以上５０％未満 対象

③　４月期が２０％以上５０％未満、５月期が２０％未満 対象

④　４月期が５０％以上、５月期が２０％以上５０％未満 対象外

⑤　４月期が２０％以上５０％未満、５月期が５０％以上 対象外

⑥　４月期、５月期ともに２０％未満 対象外

⑦　４月期、５月期ともに５０％以上 対象外

～３月 ４月 ５月 ６月～
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４月期、５月期の売上
が５０％以上減少して
いれば交付金の対象
外（④、⑤、⑦）

「○」＝交付金対象となる
売上減少率

「×」＝交付金対象とならな
い売上減少率



申請書類 補足

■申請書類

■事業活動がわかる書類

（パンフレット、チラシ、営業許可書、履歴事項全部証明書等） ※ 確定申告書でも可
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売上高の記載

５０％以上減少
してないかを確
認するため、４
月、５月ともに記
入ください。



申請期間

　持続化給付金（国） 　令和２年　５月　１日～令和３年１月１５日

　協力金・支援金（県） 　令和２年　５月１５日～　７月３１日 ※受付終了

　給付金（県） 　令和２年　６月１７日～　９月３０日

　交付金（中央会） 　令和２年　９月１４日～１１月３０日

事業者等への支援 申請期間 備　考
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※ ４月または５月の売上減少率が５０％以上減少している事業者については、給付金を案内



対象フロー
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県内の中小
企業、事業協
同組合等、小
規模事業者、
フリーランス
を含む個人
事業者等で
ある。

「県協力金」
の交付を受
けていない。
申請対象要
件に該当しな
い。【休業要
請対象となっ
た業種、また
はホテル・飲
食業ではな
い。※】

「福島県給付
金」の交付を
受けていない。
申請対象要
件に該当しな
い。

令和２年（２０
２０年）４月期
または５月期
の売り上げ
が対前年同
月比２０％以
上５０％未満
減少している。

「業種別ガイ
ドライン」及び
「新しい生活
様式」に基づ
いた感染防
止策に取り
組んでいる。

交
付
対
象

交付対象外

yes yes yes yes yes

no no no no no
※

一部施設
対象可



交付金の事務局体制
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福島県
中小企業団体中央会
（交付金事務局）

外注先
（交付金事務局）

県内の中小事業者、事業協同組合等、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等

補助 委託

問い合わせ対応
（コールセンター）
申請受付
要件確認

交付・不交付の通知
交付金の振込


